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はじめに 

 

１ 計画策定の趣旨 

 わが国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることが可能とな

る一方で、高齢化の急速な進行に伴い疾病構造が変化し、疾病全体に占める

生活習慣病（がん、心臓病、脳卒中、糖尿病など）の割合が増加し、死亡原

因でも生活習慣病が約６割を占め、医療費に占める生活習慣病の割合も国民

医療費の約３分の１となっています。このような中、医療費は年々伸び続け

ており、今後ますます高齢化が進めば、国民皆保険制度の維持が困難になる

ことが危惧されています。 

このため、中長期的に医療費の伸びを抑制することを目的として、生活習

慣病対策に国を挙げて取り組むことになり、平成２０年度から、「高齢者の

医療の確保に関する法律」に基づき、生活習慣病の発症や重症化予防のため、

医療保険者にメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定

健康診査（以下「特定健診」といいます。）及び特定保健指導の実施が義務

づけられました。 

香川県建設国民健康保険組合（以下「香建国保」といいます。）では、平

成２０年２月に「第１期特定健康診査等実施計画」（平成２０～２４年度）

を、平成２５年２月に「第２期特定健康診査等実施計画」（平成２５～２９

年度）を策定し、１０年間にわたり特定健診及び特定保健指導を実施し、生

活習慣病の予防と早期発見、早期治療に取り組んできました。 

この度、第２期が終了することに伴い、これまでの実施結果等を踏まえ、

計画の見直しを行い、新たに第３期の計画を策定するものです。なお、医療

費適正化計画が６年一期に見直されたことから、第３期からは６年を一期と

して策定することとなりました。 

 

２ 生活習慣病対策の必要性 

国民の受療（受診及び治療状況）の実態を見ると、高齢期に向けて生活習

慣病の外来受療率が徐々に増加し、次に７５歳頃を境にして生活習慣病を中

心とした入院受療率が上昇しています。これを個人に置き換えてみると、不

適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣がやがて糖尿病、高血圧症、

脂質異常症、肥満等の発症を招き、外来通院及び服薬が始まり、生活習慣の

改善がないままに、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至るという経過を

たどることになります 。 

このため、生活習慣改善による糖尿病等の生活習慣病予防対策を進め、糖

尿病等の発症を予防することができれば、通院患者を減らすことができ、更

には重症化や合併症の発症を抑え、 入院患者を減らすことができ、この結果、

国民の生活の質（ＱＯＬ）の維持及び向上を図りながら医療費の伸びの抑制

を実現することが可能となります。 
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３ メタボリックシンドロームに着目する意義 

生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）が関与してお

り、内臓脂肪型肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常症等の状態が重複し

た場合には、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなります。  

このため、適度な運動やバランスのとれた食事の定着等、生活習慣の改善

を行うことにより、内臓脂肪を減少させ、それらの発症リスクの低減を図る

ことが可能となります。すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する疾病は予防可

能であり、また発症した後でも重症化を予防することは可能であるという考

え方です。 

 

４ 特定健診・特定保健指導の目的 

特定健診は、生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メ

タボリックシンドロームの該当者・予備群を減少させるための特定保健指導

を必要とする人を選び出すための健診です。一人一人の被保険者が受診をき

っかけとして、自分の健康状態を把握し、健康の維持増進に役立てるために

実施します。 

特定保健指導は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣を改善する

ための自主的な取組を継続的に行うことができるように、さまざまな働きか

けやアドバイスを行います。 

 

５ 計画の内容 

   香建国保に加入する４０歳以上の被保険者に対して実施する特定健診・特

定保健指導の具体的な実施方法や、目標に関する基本的事項等について定め

ます。 

   また、香建国保の医療費の現状や、第１期及び第２期の特定健診・特定保

健指導の実施状況を踏まえて、特定健診・特定保健指導を効果的に実施する

ことを目的とした内容とします。 
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第１章 香建国保の医療費等の状況 

 

１ 被保険者の状況 

平成２９年３月３１日現在の被保険者数は、組合員５,６４０人、家族６,

５４１人の計１２,１８１人で、前年度末（１２,４９３人）に比べて、２．

２％減少しています。平成１６年度以降、減少が続いています。 

性別では、男性７,４９２人、女性４,７５９人で、構成比は、男性６１.

２％、女性３８.８％です。 

次のグラフは、男女別年齢構成のグラフ（人口ピラミッド）です。 

 

５歳刻みの年齢階層別にみると、団塊の世代を含む６５－６９歳の階層と、

団塊ジュニアの世代を含む４０－４４歳の階層が多くなっています。 

被保険者数に占める６５歳以上７５歳未満の前期高齢者（年間平均）の割

合は、平成２０年度は１１.５％でしたが、年々増加して、平成２８年度には

１６.８％となっています。 

特定健診の対象である４０歳以上の人数は６,５８４人で、全体の５３.７

0 50 100 150 200
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単位 人
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となっています。 

平均年齢は、平成２０年度が３９.１歳、平成２８年度が３９.７歳で、さ

ほど伸びていません。 
 

 

２ 医療費の状況 

平成２３年度から平成２８年度の１人当たり療養給付費（費用額）の動向

は、次のとおりです。 

平成２７年度が５.４％、平成２８年度が７.３％と大きく伸びています。 

 

平成２８年度の年齢階層別医療費（入院＋外来＋調剤）は、次のとおりで

す。 

３０歳代以降、年齢が高くなるにつれて、１人当たり費用額が高くなって

います。特に、５０歳以上になると大きく伸びており、６５－６９歳の階層

伸び率 伸び率 伸び率 伸び率 伸び率 伸び率

24 204,485 1.4% 168,184 1.8% 72,723 7.2% 76,442 -2.7% 19,019 1.4% 33,338 -0.8%

25 200,362 -2.0% 163,905 -2.5% 68,262 -6.1% 77,397 1.2% 18,247 -4.1% 33,664 1.0%

26 200,465 0.1% 162,617 -0.8% 63,226 -7.4% 78,974 2.0% 20,417 11.9% 35,356 5.0%

27 211,331 5.4% 166,384 2.3% 65,351 3.4% 80,708 2.2% 20,325 -0.4% 42,444 20.0%

28 226,747 7.3% 183,502 10.3% 78,285 19.8% 83,948 4.0% 21,269 4.6% 40,418 -4.8%

※ 総計は、入院時食事（生活）療養費及び訪問看護療養費を含みます。

歯科

１人当たり療養給付費（費用額）の推移

年度
総計

診　療　費
調剤

計 入院 入院外

人数 (人) 構成比 (％) 人数 (人) 構成比 (％) 人数 (人) 構成比 (％)

0-4歳 330 4.4 318 6.7 648 5.3

5-9歳 392 5.2 375 7.9 767 6.3

10-14歳 446 6.0 425 8.9 871 7.1

15-19歳 468 6.2 389 8.2 857 7.0

20-24歳 354 4.7 220 4.6 574 4.7

25-29歳 254 3.4 124 2.6 378 3.1

30-34歳 436 5.8 193 4.1 629 5.1

35-39歳 640 8.5 303 6.4 943 7.7

40-44歳 856 11.4 350 7.4 1,206 9.8

45-49歳 590 7.9 272 5.7 862 7.0

50-54歳 342 4.6 209 4.4 551 4.5

55-59歳 477 6.4 306 6.4 783 6.4

60-64歳 657 8.8 438 9.2 1,095 8.9

65-69歳 851 11.4 619 13.0 1,470 12.0

70-74歳 399 5.3 218 4.6 617 5.0

合計 7,492 100.0 4,759 100.0 12,251 100.0

平均年齢

合計

39.7 歳

男性 女性
年齢階層

40.7 歳 38.1 歳
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は、全体の平均の２.０倍、７０－７４歳は３.５倍となっています。 

 

３ 疾病別医療費統計 

社会保険表章用１２１疾病分類（中分類）で集計した平成２８年度の医療

費が高額な上位１０疾病は、次のとおりで、高血圧、糖尿病、脂質異常症等

の生活習慣病が入っています。 

  

順位
医療費

(円)
構成比

(％)
患者数

(人)

患者1人当
たり医療費

(円)

1 0210 118,478,060 4.9% 774 153,072

2 0901 106,058,371 4.3% 2,103 50,432

3 1113 102,095,944 4.2% 2,476 41,234

4 0402 96,398,723 4.0% 2,006 48,055

5 0903 81,725,604 3.3% 1,068 76,522

6 1905 74,190,407 3.0% 2,253 32,930

7 0403 59,686,452 2.4% 1,888 31,614

8 0606 55,975,668 2.3% 1,332 42,024

9 0205 53,199,743 2.2% 256 207,811

10 1901 52,642,709 2.2% 557 94,511

その他の心疾患

疾病分類（中分類）

その他の悪性新生物＜腫瘍＞

高血圧性疾患

その他の消化器系の疾患

糖尿病

その他の損傷及びその他の外因の影響

脂質異常症

その他の神経系の疾患

気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞

骨折

年齢階層 被保険者数 (人) 医療費 (円) 1人当たり医療費 (円)

0－4歳 648 126,400,170 195,062

5－9歳 767 81,862,150 106,730

10－14歳 871 97,721,360 112,194

15－19歳 857 75,998,430 88,680

20－24歳 574 37,906,870 66,040

25－29歳 378 33,643,170 89,003

30－34歳 629 41,520,280 66,010

35－39歳 943 69,649,690 73,860

40－44歳 1,206 104,662,390 86,785

45－49歳 862 101,621,340 117,890

50－54歳 551 97,175,620 176,362

55－59歳 783 201,133,670 256,876

60－64歳 1,095 339,365,080 309,922

65－69歳 1,470 596,820,550 406,000

70－74歳 617 434,265,630 703,834

合計 12,251 2,439,746,400 199,147

平成28年度年齢階層別医療費
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４ 高額レセプトの疾病分類 

   次の表は、平成２８年度において、診療点数が５万点以上の高額レセプト

発生患者の全レセプトを分析したものです。 

高額の要因となる主な疾病は、がんや腎不全、循環器疾患、脳内出血など、

生活習慣病の重症化による疾病が多くなっています。 

 

     

入院 入院外 合計

1 0302
その他の血液及び造血器の疾
患並びに免疫機構の障害

発熱性好中球減少症，神経サルコイドーシス 2 24,008,540 201,670 24,210,210 12,105,105

2 1004 肺炎 細菌性肺炎，肺炎 2 16,040,700 44,530 16,085,230 8,042,615

3 0205
気管，気管支及び肺の悪性新
生物＜腫瘍＞

上葉肺癌，肺癌，上葉肺腺癌 12 33,026,810 60,637,700 93,664,510 7,805,376

4 0208 悪性リンパ腫
びまん性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫，ＣＤ２０陽
性Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫，悪性リンパ腫

3 16,014,650 4,423,830 20,438,480 6,812,827

5 0209 白血病 慢性骨髄性白血病，急性骨髄性白血病 2 5,316,890 8,116,400 13,433,290 6,716,645

6 1402 腎不全 慢性腎不全，末期腎不全，急性腎性腎不全 6 8,476,830 22,109,040 30,585,870 5,097,645

7 0912 その他の循環器系の疾患
胸部大動脈瘤，内頚動脈瘤，急性大動脈解離
ＳｔａｎｆｏｒｄＢ

5 23,997,490 1,214,890 25,212,380 5,042,476

8 0204
肝及び肝内胆管の悪性新生物
＜腫瘍＞

肝細胞癌 2 9,516,080 562,940 10,079,020 5,039,510

9 0905 脳内出血 被殻出血，脳出血後遺症，視床出血 9 38,761,600 1,970,410 40,732,010 4,525,779

10 0105 ウイルス性肝炎 Ｃ型慢性肝炎 8 3,316,820 32,781,530 36,098,350 4,512,294

11 0109 その他の感染症及び寄生虫症 敗血症性ショック，肺非結核性抗酸菌症 2 6,603,300 2,254,590 8,857,890 4,428,945

12 0404
その他の内分泌，栄養及び代
謝疾患

チロシン血症，ＳＧＡ性低身長症，脱水症 4 1,350,510 15,221,620 16,572,130 4,143,033

13 0203
直腸S状結腸移行部及び直腸
の悪性新生物＜腫瘍＞

直腸癌，直腸癌術後再発 6 8,497,430 15,455,070 23,952,500 3,992,083

14 0903 その他の心疾患 発作性上室頻拍，大動脈弁狭窄症，心房細動 14 38,613,590 14,011,980 52,625,570 3,758,969

15 0201 胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 胃体部癌，胃癌，スキルス胃癌 12 21,575,220 21,527,220 43,102,440 3,591,870

16 1601
妊娠及び胎児発育に関連する
障害

低出生体重児，極低出生体重児，早産児 7 21,293,380 3,450,630 24,744,010 3,534,859

17 1307 その他の脊柱障害 変性側弯症，腰椎分離症，腰椎すべり症 4 13,119,810 764,350 13,884,160 3,471,040

18 0604
脳性麻痺及びその他の麻痺性
症候群

脳性麻痺 1 3,311,950 129,370 3,441,320 3,441,320

19 0207 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞ 子宮頚癌，子宮体癌 4 11,057,240 2,482,510 13,539,750 3,384,938

20 0210 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 前立腺癌，尿管癌，卵巣癌 27 64,583,370 26,724,650 91,308,020 3,381,779

※主要傷病名…高額レセプト発生患者の分析期間の全レセプトを医療費分解後、患者毎に最も医療費が高額となった疾病。

※患者数…高額レセプト発生患者を主要傷病名で中分類ごとに集計した。

※医療費…高額レセプト発生患者の分析期間の全レセプトの医療費（高額レセプトに限らない）。

※患者一人当たりの医療費…高額レセプト発生患者の分析期間中の患者一人当たり医療費。

順位 中分類 中分類名
主要傷病名　※

（上位3疾病まで記載）

患者数
（人）
※

医療費（円）　※ 患者1人当たりの
医療費（円）　※
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第２章 第１期及び第２期実施計画の実施状況 

 

１ 特定健診・特定保健指導の実施率の推移 

平成２０年度から平成２８年度までの特定健診・特定保健指導の実施率は、

次のとおりです。 

特定健診の実施率（受診率）は、年々着実に伸びており、平成２８年度に

は６５％を超えましたが、目標値の７０％には達していません。 

特定健診受診者数の増加により、特定保健指導対象者数が増えており、特

定保健指導の実施率は、伸び悩んでいます。平成２８年度の実施率は、１３.

２％で、目標の３０％を大きく下回っています。 

  

２ 平成２８年度の特定健診・特定保健指導の実施状況の分析 

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

（人） 7,024 6,896 6,838 6,837 6,516 6,461 6,447 6,395 6,336

（人） 2,061 2,279 2,824 3,255 3,746 3,803 3,861 4,074 4,159

受診率（②／①） （％） 29.3 33.0 41.3 47.6 57.5 58.9 59.9 63.7 65.6

（％） 40.0 50.0 60.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

（％） 31.8 36.1 38.6 40.6 42.6 44.0 45.5 46.7

（％） 38.9 41.3 43.2 44.7 46.2 47.6 48.6 50.1

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

（人） 230 236 286 272 301 285 316 334 368

割合（③／②） （％） 11.2 10.4 10.1 8.4 8.0 7.5 8.2 8.2 8.8

（人） 21 24 24 13 35 30 41 47 30

利用率（④／③） （％） 9.1 10.2 8.4 4.8 11.6 10.5 13.0 14.1 8.2

（人） 13 23 23 17 37 28 34 39 27

実施率（⑤／③） （％） 5.7 9.7 8.0 6.3 12.3 9.8 10.8 11.7 7.3

（人） 221 240 261 330 374 321 360 372 362

割合（⑥／②） （％） 10.7 10.5 9.2 10.1 10.0 8.4 9.3 9.1 8.7

（人） 15 25 26 29 66 70 46 68 68

利用率（⑦／⑥） （％） 6.8 10.4 10.0 8.8 17.6 21.8 12.8 18.3 18.8

（人） 8 27 22 28 55 74 43 52 69

実施率（⑧／⑥） （％） 3.6 11.3 8.4 8.5 14.7 23.1 11.9 14.0 19.1

（人） 451 476 547 602 675 606 676 706 730

割合（⑨／②） （％） 21.9 20.9 19.4 18.5 18.0 15.9 17.5 17.3 17.6

（人） 36 49 50 42 101 100 87 115 98

利用率（⑩／⑨） （％） 8.0 10.3 9.1 7.0 15.0 16.5 12.9 16.3 13.4

（人） 21 50 45 45 92 102 77 91 96

実施率（⑪／⑨） （％） 4.7 10.5 8.2 7.5 13.6 16.8 11.4 12.9 13.2

（％） 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 30.0 30.0 30.0 30.0

（％） 2.4 5.5 7.7 8.3 9.5 9.0 9.1 8.9

（％） 7.7 12.3 13.1 15.0 16.4 17.7 17.8 17.5

終了者数⑤

年度

特定健康診査対象者数①

特定健康診査受診者数②

目標受診率

国保組合平均受診率

全国平均受診率

年度

積極的支援対象者数③

利用者数④

全国平均実施率

動機付け支援対象者数⑥

利用者数⑦

終了者数⑧

合計対象者数⑨（③＋⑥）

合計利用者数⑩（④＋⑦）

合計終了者数⑪（⑤＋⑧）

目標実施率

国保組合平均実施率
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平成２８年度の性別・年齢階層別の受診率は、次のとおりです。 

   性別では、女性が男性より３.５ポイント低くなっています。 

   年齢階層別では、６０歳以上の三つの階層は７０％を超えていますが、６

０歳未満の四つの階層は平均を下回っており、特に、対象者数の多い４０－

４４歳の階層が低くなっています。 

 

   支部別の受診率は、次のとおりです。 

７０％を超えている支部が４支部ある一方、平均の６５.６％を大きく下回

っている支部もあります。 

40−44歳 45−49歳 50−54歳 55−59歳 60−64歳 65−69歳 70−74歳 全体
男性 53.6% 62.6% 65.4% 63.2% 73.8% 76.1% 76.2% 66.9%

⼥性 51.7% 55.6% 52.3% 64.3% 66.8% 72.4% 66.7% 63.4%

合計 53.0% 60.5% 60.5% 63.6% 71.0% 74.6% 72.8% 65.6%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

男性 ⼥性 合計

⼤川 志度 庵治 牟礼 南部 ⾼松 ⾹川 坂出 中讃 三豊 ⻄讃 ⼩⾖島 全体
H28 64.9% 64.3% 67.6% 72.2% 71.1% 66.6% 67.9% 52.3% 61.3% 80.2% 78.4% 63.3% 65.6%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%
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   下の表は、平成２８年度の特定健診対象者の平成２６年度から平成２８年

度までの受診状況です。 

   毎年受診している人が最も多くなっていますが、３年間で１～２回の受診

者も多数存在します。また、新規対象者の受診率が低くなっています。 

    

   下の図は、特定健診結果（法定報告結果とは異なります。）とレセプト情

報により、４０歳以上の被保険者を分析したものです。 

   健診も診療も受けていない、生活習慣病の状態不明者が多数存在します。 

人数

3回 ○ ○ ○ 2,881人

○ ○ × 150人

○ × ○ 180人

× ○ ○ 446人

○ × × 106人

× ○ × 148人

× × ○ 263人

0回 × × × 1,420人

2回 － ○ ○ 148人

－ ○ × 17人

－ × ○ 97人

0回 － × × 191人

1回 － － ○ 144人

0回 － － × 145人

対象となった年度 受診回数 平成26年度 平成27年度 平成28年度

平成28年度

2回

1回

平成26年度以前

平成27年度 1回

885人 809人 192人 2,145人 615人 15人 1,641人

内臓脂肪蓄積リスク有 健診異常値放置者 生活習慣病受診有

885人 233人 192人 757人 615人 15人 157人

内臓脂肪蓄積リスク無 健診受診治療中者 生活習慣病受診無

576人 1,388人 1,484人

情報提供及び、判定不能 3,316人

健診受診者 4,031人 健診未受診者 2,271人

6
治療中断者

7
生活習慣病
状態不明者

積極的支援 352人

動機付け支援 363人

40歳以上の被保険者

1
健診結果優良者

2
特定保健指導

予備群

3
受診勧奨値

除外後の特定
保健指導対象者

4
医療機関

受診勧奨対象者

5
健診未受診
治療中者

Ⅲ

特定保健指導

対象者

Ⅰ

健診受診

Ⅴ

生活習慣病

投薬レセプト

Ⅵ

生活習慣病

放置

Ⅱ

医療機関受診勧奨

対象者

無有

無有
該当

非該当

無

有

該当

有

非該当

Ⅳ

特定保健指導

健診値リスク

特
定
保
健
指
導

対
象
者
の
階
層
化

※

※

無
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   性別・年齢階層別の特定健診受診者に占める特定保健指導対象者の割合は、

次のとおりです。 

性別では男性が、年齢階層別では若年層の割合が高くなっています。 

 

   性別・年齢階層別の特定保健指導実施率は、次のとおりです。 

   すべての階層において、目標実施率３０％を大きく下回っています。特に、

保健指導対象者の割合が高い５５歳未満男性の各階層が低くなっています。 

 

以下は、特定健診結果や、質問票の回答内容を性別・年齢階層別に集計し

40−44歳 45−49歳 50−54歳 55−59歳 60−64歳 65−69歳 70−74歳 全体
男性 4.1% 10.2% 7.8% 8.6% 23.1% 20.2% 20.6% 12.9%

⼥性 11.1% 18.2% 18.2% 10.5% 18.5% 10.8% 15.4% 14.2%

合計 4.6% 10.9% 9.3% 9.0% 22.0% 17.9% 19.1% 13.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

男性 ⼥性 合計

40−44歳 45−49歳 50−54歳 55−59歳 60−64歳 65−69歳 70−74歳 全体
男性 27.9% 30.3% 29.5% 24.0% 19.9% 17.8% 11.2% 22.3%

⼥性 5.4% 8.0% 10.6% 10.2% 9.7% 8.5% 8.9% 8.7%

合計 21.7% 24.1% 23.4% 18.6% 16.0% 14.0% 10.4% 17.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

男性 ⼥性 合計
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たものです。 

メタボ該当者等の割合【女性】メタボ該当者等の割合【男性】

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
メタボ予備群 15.6% 19.7% 19.8% 16.1% 17.5% 17.8% 15.5% 17.3%

メタボ該当者 11.7% 17.1% 19.4% 21.2% 24.0% 29.5% 28.0% 22.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

メタボ予備群
メタボ該当者

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
メタボ予備群 3.6% 3.6% 5.8% 7.0% 7.2% 6.7% 6.2% 6.1%

メタボ該当者 0.6% 0.7% 4.8% 9.6% 10.1% 12.4% 14.4% 8.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

メタボ予備群
メタボ該当者

服薬者の割合 【男性】 服薬者の割合 【女性】

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
⾼⾎圧症 3.4% 9.3% 15.7% 22.6% 34.3% 44.6% 48.0% 27.2%

糖尿病 0.9% 2.0% 5.1% 7.2% 9.2% 10.8% 12.8% 7.1%

脂質異常症 3.0% 4.8% 7.8% 9.6% 10.9% 16.8% 21.4% 11.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

⾼⾎圧症
糖尿病
脂質異常症

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
⾼⾎圧症 1.8% 3.6% 9.6% 21.4% 24.8% 36.6% 51.4% 24.8%

糖尿病 0.0% 1.4% 2.9% 3.7% 4.3% 9.7% 12.3% 5.8%

脂質異常症 0.0% 1.4% 9.6% 13.4% 21.9% 29.9% 31.5% 18.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

⾼⾎圧症
糖尿病
脂質異常症

服薬の状況【男性】 服薬の状況【女性】

15.9%

1.9%

4.3%

2.1%

6.5%

0.9%

1.7%
66.6%

⾼⾎圧症の治療に係る薬剤のみを服⽤している者
糖尿病の治療に係る薬剤のみを服⽤している者
脂質異常症の治療に係る薬剤のみを服⽤している者
２剤（⾼⾎圧症／糖尿病）を服⽤している者
２剤（⾼⾎圧症／脂質異常症）を服⽤している者
２剤（糖尿病／脂質異常症）を服⽤している者
３剤を服⽤している者

13.3%

1.8%

7.5%

1.0%

8.3%

0.8%

2.2%

65.1%

⾼⾎圧症の治療に係る薬剤のみを服⽤している者
糖尿病の治療に係る薬剤のみを服⽤している者
脂質異常症の治療に係る薬剤のみを服⽤している者
２剤（⾼⾎圧症／糖尿病）を服⽤している者
２剤（⾼⾎圧症／脂質異常症）を服⽤している者
２剤（糖尿病／脂質異常症）を服⽤している者
３剤を服⽤している者
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リスク該当者の割合 -血圧- 【男性】 リスク該当者の割合 -血圧- 【女性】

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
リスク該当 26.7% 36.5% 41.9% 45.4% 50.0% 55.9% 49.0% 44.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
リスク該当 7.9% 13.8% 24.0% 29.4% 41.7% 45.3% 52.7% 34.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

リスク該当者の割合 -喫煙- 【男性】 リスク該当者の割合 -喫煙- 【女性】

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
喫煙者 52.7% 51.4% 47.5% 41.6% 37.1% 25.9% 16.4% 37.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
喫煙者 17.0% 10.9% 20.2% 5.9% 5.8% 4.8% 3.4% 8.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

リスク該当者の割合 -腹囲等- 【男性】 リスク該当者の割合 -腹囲等- 【女性】

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
リスク該当 40.6% 48.6% 49.8% 47.8% 51.3% 54.3% 46.7% 48.9%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
リスク該当 11.5% 17.4% 27.9% 25.7% 30.6% 33.8% 34.2% 27.7%
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リスク該当者の割合 -脂質- 【男性】 リスク該当者の割合 -脂質- 【女性】

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
リスク該当 32.2% 40.4% 39.2% 33.0% 34.5% 32.0% 32.2% 34.3%
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40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
リスク該当 7.9% 11.6% 15.4% 17.1% 23.7% 23.4% 30.8% 20.0%
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リスク該当者の割合 -血糖- 【男性】 リスク該当者の割合 -血糖- 【女性】

40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
リスク該当 26.7% 33.4% 34.6% 43.3% 53.9% 52.0% 53.9% 43.7%
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40‐44歳 45‐49歳 50‐54歳 55‐59歳 60‐64歳 65‐69歳 70‐74歳 全体
リスク該当 12.1% 22.5% 27.9% 31.6% 41.0% 49.9% 46.6% 37.0%
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香建国保 県平均 香建国保 県平均 香建国保 県平均

特定健診受診率 66.9% 37.6% 63.4% 47.0% 65.6% 42.5%

特定保健指導対象者の割合 22.3% 19.5% 8.7% 8.4% 17.6% 13.1%

　積極的支援対象者の割合 12.6% 5.3% 1.9% 1.1% 8.8% 2.9%

　動機付け支援対象者の割合 9.7% 14.2% 6.9% 7.2% 8.7% 10.2%

メタボ該当者の割合 22.2% 30.9% 8.8% 11.4% 17.5% 19.6%

メタボ予備群の割合 17.3% 16.7% 6.1% 5.7% 13.4% 10.4%

特定保健指導実施率 12.9% 24.2% 14.2% 30.1% 13.2% 26.4%

　積極的支援終了者の割合 7.0% 18.6% 11.1% 21.9% 7.3% 19.4%

　動機付け支援終了者の割合 20.6% 26.3% 15.0% 31.4% 19.1% 28.4%

高血圧症薬剤服用者の割合 27.2% 39.7% 24.8% 32.3% 26.4% 35.4%

脂質異常症薬剤服用者の割合 11.0% 18.4% 18.8% 26.4% 13.8% 23.0%

糖尿病薬剤服用者の割合 7.1% 11.4% 5.8% 6.2% 6.7% 8.4%

喫煙者の割合 37.9% 23.2% 8.0% 4.0% 27.5% 12.1%

毎日飲酒する人の割合 52.8% 42.0% 12.2% 8.1% 38.6% 22.4%

1日当たり飲酒量が1合以上の人の割合 44.9% 34.7% 8.6% 5.2% 32.3% 17.7%

平成２８年度 特定健診・特定保健指導実施率等 香川県国保保険者平均との比較

比較項目
男性 女性 計
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 ３ 実施率向上に向けての取組（【 】内の数字は、開始年度） 

   特定健診、特定保健指導の実施率向上に向けて、次のような取組を実施し

てきました。 

  ① 特定健診・特定保健指導の自己負担の無料化【20】 

  ② 受診券使用の人間ドックの実施。以降、実施機関を随時追加【20】 

  ③ 特定健診受診者に対する胸部Ｘ線検査、乳がん検査、前立腺がん検査の

全額助成【20】 

  ④ 特定健診受診者に対する市町実施がん等検診の自己負担額の全額助成

【20】  

  ⑤ 受診券を使用しない健診（特定健診の基本項目を満たしたものに限る。）

に対する助成【20】 

  ⑥ 特定健診受診者全員に対する経年健診結果（特定健診開始前のデータを

含む。）の通知【20】 

  ⑦ 自宅等訪問による特定保健指導【20】  

  ⑧ 全健診機関に対する特定健診実施内容に関する通知【20】 

  ⑨ 香川成人医学研究所への追加検査（心電図検査･眼底検査・胸部Ｘ線検査

・前立腺がん検査）を含む集団形式特定健診（バス健診と施設健診）の委

託【21】  

  ⑩ 特定健診受診者に対する心電図検査の全額助成【22】 

⑪ 小豆島健診と予防医学協会健診（内容は、バス健診と同じ。）の実施【22】 

⑫ 特定健診受診者に対する眼底検査の全額助成【23】 

⑬ 特定健診受診率目標の達成度と受診者数に応じた、支部に対する特定健

診交付金の交付【23】 

⑭ 日曜集団健診の実施【23】 

⑮ エヒメ健診協会への集団（バス）健診の委託。以降、バス健診の実施回

数を随時増加【24】 

⑯ 香川成人医学研究所とエヒメ健診協会への特定保健指導の委託【24】 

⑰ 特定健診を一度も受診したことのない被保険者に対する受診勧奨【24】 

⑱ 慢性疾患等で定期的に通院している特定健診未受診者に対する、かかり

つけ医を通じての受診勧奨【24】 

⑲ 集団健診の委託機関や支部を通じての特定保健指導の利用勧奨【24】 

⑳ 集団健診の検査項目にクレアチニンと尿酸を追加【27】 

㉑ 受診券を使用する人間ドックに脳ドックのコースを追加【27】 

㉒ 特定健診受診者を対象とするヘルスケアポイント制度を創設【27】 

㉓ 事業主に対する事業所健診結果提供依頼の実施【27】 

㉔ 集団健診に大腸がん検査を追加【28】 

㉘ 女性向けの集団健診「レディース健診」の実施【29】 

㉙ 保健師の増員（１人→２人）【29】 

 

   その他、支部や母体組合と連携しながら、機関紙への掲載、リーフレット

の配布、訪問・電話・郵送による特定健診の受診勧奨を強化してきました。 
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第３章 第２期実施計画における課題 

 

１ 特定健診の課題 

香建国保の特定健診実施率は、年々着実に伸びているものの、目標値の７

０％には達しておらず、目標達成に向けての課題として、次のことが考えら

れます。 

① 男性に比べて女性の受診率が低い。 

② 若年層、特に４０－４４歳の階層の受診率が低い。 

③ 特定健診を継続受診しない人が多数存在する。 

④ 新規対象者（４０歳到達者や新規加入者）の受診率が低い。 

⑤ 慢性疾患等で定期的に通院しているという理由で特定健診を受診しな

い人が多数存在する。 

⑥ 勤務先等で健診を受けているという理由で特定健診を受診しない人が

多数存在する。 

 

２ 特定保健指導の課題 

特定保健指導の実施率は、１０％台前半と低迷しており、目標値の３０％

を大きく下回っています。目標達成に向けての課題として、次のことが考え

られます。 

① 若年層男性の特定保健指導対象者の割合が高いが、指導実施率は低い。 

② 特定健診受診率の伸びにより、保健指導対象者が増加しており、保健

指導のマンパワーが不足している。（平成２９年度から保健師１名増員

済み。） 

③ 健診実施から健診結果通知（特定保健指導の案内）までの時間がかか

ると、特定保健指導対象者の生活習慣改善に対する意識が低下する。 

④ 保健指導対象者は、男性（≒組合員）が多く、平日の日中は保健指導

を利用しづらい。 

 

以上のことを踏まえ、生活習慣病の発症予防や、生活習慣改善による重症

化予防の重要性と、そのために特定健診や特定保健指導が有効であることを、

特に若年層に対して引き続き啓発するとともに、第３期においては、第６章

のとおり取組を進めていきます。 
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第４章 達成しようとする目標 

 

１ 特定健診の受診率 

国が示す国保組合の特定健診受診率の目標値は、令和５年度において、７

０％です。 

本組合の各年度の目標値は、全年齢階層及び全支部の最低ラインを６５％

としたうえで、全体では、次のとおり設定します。 

 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

70％以上 70％以上 70％以上 70％以上 70％以上 70％以上 

 

 

２ 特定保健指導の実施率 

国が示す国保組合の特定保健指導実施率の目標値は、平成２９年度におい

て、３０％です。 

本組合の各年度の目標値は、次のとおり設定します。 

  

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

30％以上 30％以上 45％以上 50％以上 50％以上 50％以上 

 

また、指導終了者の生活習慣改善率の目標値を５０％とします。 

 

 

３ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率 

特定健診・特定保健指導の成果に関する目標であるメタボリックシンドロ

ームの該当者及び予備群の減少率については、第３期においては、特定保健

指導対象者の減少率が採用され、その目標値は、令和５年度において２５％

以上（平成２０年度比）とされています。 
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第５章 対象者数 

 

１ 特定健診・特定保健指導の対象者 

特定健診の対象者とは、特定健診の実施年度中に４０歳～７５歳となる被

保険者で、かつ当該実施年度に一年間を通じて被保険者資格を有するもの（年

度途中での加入・脱退等の異動がない者）のうち、除外規定の該当者（妊産

婦、刑務所入所中の者、海外在住者、長期入院該当者等）を除いたものです。 

特定保健指導対象者とは、特定健診の結果、腹囲のほか、血糖、血圧、脂

質が所定の値を上回る者のうち、糖尿病、高血圧症又は高脂血症の治療に係

る薬剤を服用している者を除くものです。 

 

 ２ 特定健診対象者数 

   平成２８年度末現在の４０歳以上７５歳未満の被保険者数、平成２９年度

から令和５年度までの各年度の４０歳到達者数と７５歳到達者数等を基に、

平成３０年度から令和５年度までの特定健診対象者数を次のとおり推計しま

した。 

 

   特定健診対象者数に、特定健診の目標受診率（７０％）を乗じて、特定健

診受診者数を推計します。 

 

３ 特定保健指導対象者数 

  特定健診受診者数に、過去の実績を基に算出した特定健診受診者に占める

特定保健指導対象者の割合（１７％）を乗じて、特定保健指導対象者数を推

計します。 

 

   特定保健指導対象者数に、特定保健指導の目標実施率を乗じて、特定保健

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

特定健診対象者数 6,333 人 6,311 人 6,310 人 6,212 人 6,027 人 5,827 人 

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

特定健診対象者数 6,333 人 6,311 人 6,310 人 6,212 人 6,027 人 5,827 人 

特定健診目標受診率 70％ 70％ 70％ 70％ 70％ 70％ 

特定健診受診者数 4,434 人 4,418 人 4,418 人 4,349 人 4,219 人 4,079 人 

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

特定健診受診者数 4,434 人 4,418 人 4,418 人 4,349 人 4,219 人 4,079 人 

特定保健指導対象者割合 17％ 17％ 17％ 17％ 17％ 17％ 

特定保健指導対象者数 754 人 751 人 751 人 739 人 717 人 693 人 
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指導実施者数を推計します。 

 

 

  

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

特定保健指導対象者数 754 人 751 人 751 人 739 人 717 人 693 人 

特定保健指導目標実施率 30％ 30％ 45％ 50％ 50％ 50％ 

特定保健指導実施者数 227 人 226 人 338 人 370 人 359 人 347 人 
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第６章 特定健診・特定保健指導の実施方法 

 

１ 特定健診から特定保健指導への流れ 

特定健診実施後、健診結果と質問票の回答を基に特定保健指導対象者の選

定・階層化を行います。受診者全員に、健診結果通知と健康づくりに関する

情報提供を行い、さらに、保健指導の必要性によって、２段階（動機付け支

援、積極的支援）に区分して特定保健指導を実施します。 

 

２ 特定健診 

(1) 健診の種類 

香建国保が実施する特定健診には、次の五つの形態があります。 

  ① バス健診 

  ② 施設健診 

  ③ 人間ドック 

  ④ レディース健診 

  ⑤ 個別健診 

 

(2) 受診券 

受診券の様式は、次のとおりです。Ａ４サイズで、用紙の色は、平成３

０年度が藤色、以降、黄色・青色・緑色の順でローテーションします。 

 

特定健診1

保健指導対

象者の選

定・階層化
２

特定

保健指導
３

基本的な健診
（問診＋基本的な検査）

詳細な健診

結果に基づき

生活習慣の改善の必要性が

低い人
生活習慣の改善の必要性が

中程度の人
生活習慣の改善の必要性が

高い人 治療が必要な人

＋

情報提供
自らの身体状況を認識するための健診結果通知と同時に、健診結果や質問票から、それぞれの

受診者に合わせて、健康的な生活を送るための生活習慣の見直しや改善に役立つ情報の提供を

行います。

動機付け支援
生活習慣の改善点に気づ

き、目標を設定し行動でき

るよう支援します。

積極的支援
健診判定の改善に向けて

実践できる目標を選択し、

継続的に実行できるよう支

援します。

医療機関への

受診を勧奨。

対象者ごとの評価
（３か月後の終了時に評価）
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 (3) 実施項目 

特定健診の項目は、「基本項目」と、医師の判断により実施される「詳

細項目」の二つに分かれます。基本項目と詳細項目の内容は、次のとおり

です。 
 

【基本項目】 

項   目 備   考 

既往歴 服薬歴及び喫煙歴に係る調査（質問票） 

自覚・他覚症状の有無 理学的検査（身体診察） 

身体計測 
身長、体重、ＢＭＩ＝体重(kg)÷身長(m)の２乗、 

腹囲（例外的に省略可能な場合又は代替値で可能な場合あり） 

血圧測定  

肝機能検査 ＧＯＴ（ＡＳＴ）、ＧＰＴ（ＡＬＴ）、γ－ＧＴＰ 

血中脂質検査 

中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロー

ル 

※中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合、ＬＤＬコレステ

ロールに代えて、Ｎｏｎ－ＨＤＬコレシテロールでも可 
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血糖検査 

空腹時血糖又はＨｂＡ１ｃ 

※やむを得ず空腹時（絶食１０時間以上）以外に採血を行い、Ｈｂ

Ａ１ｃを測定しない場合は、随時血糖（食直後（食事開始時か

ら３.５時間未満）を除く。）を可とする。 

尿検査 尿糖、尿蛋白 

 

【詳細項目】 

項   目 実施できる条件（判断基準） 

貧血検査（赤血球数、血

色素量、ヘマトクリット

値） 

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われ

る者 

 

心電図検査（１２誘導心電

図） 

当該年度の特定健診の結果等において、収縮期血圧１

４０mmHg以上若しくは拡張期血圧９０mmHg以上又は問診

等で不整脈が疑われる者 

眼底検査 

当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は血糖

が、次の基準に該当した者 
 

 
血圧 

収縮期血圧１４０㎜Hg以上又は拡張期血圧９

０㎜Hg以上 

 

 

 

 

血糖 

空腹時血糖値が１２６㎎/dl以上、ＨｂＡ１ｃが

６.５％以上又は随時血糖値が１２６mg/dl以

上 

 

 

 
  

ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧
の基準に該当せず、かつ血糖検査の結果について確認する
ことができない場合においては、前年度の特定健康診査の
結果等において、血糖検査の基準に該当する者を含む。 

血清クレアチニン検査

（ｅＧＦＲ による腎機能

の評価を含む） 

当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は

血糖が、次の基準に該当した者 
 

 

血圧  
収縮期血圧１３０㎜Hg以上又は拡張期血圧８

５㎜Hg以上 

 

血糖  

空腹時血糖値が１００㎎/dl以上、ＨｂＡ１ｃが

５.６％以上又は随時血糖値が１００mg/dl以

上 
 

 

(4) 質問票 

     質問票の様式は次のとおりです。 

    香川県においては、国の示す標準的な質問項目に加えて、県独自の歯科

質問項目が追加されています。 
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(5) 実施期間 

   受診券の使用可能期間は、毎年４月１日から翌年２月末日までです。 

 

(6) 実施場所・追加検査項目・自己負担額・外部委託の方法等 

  ① バス健診 

   エヒメ健診協会への委託により、年３０回程度、主に日曜日に、県内

各地の公共施設や香建国保本部会館（以下「本部」といいます。）等に

おいて実施します。検査項目は、特定健診の基本項目のほか、血清クレ

アチニン、尿酸、心電図検査、眼底検査、胸部Ｘ線検査（直接撮影）、

前立腺がん検査（ＰＳＡ）及び大腸がん検査（免疫便潜血検査 2 日法）

です。自己負担はありません。 

  ② 施設健診 

香建国保が個別に契約する三つの指定機関（坂出市の香川成人医学研

究所、小豆島町の池田内科クリニック、高松市の香川県予防医学協会）

で実施します。検査項目は、バス健診と同じで、自己負担はありません。

香川成人医学研究所では、３回の日曜集団健診も実施します。 
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  ③ 人間ドック 

   香建国保が個別に契約する約２０の健診機関で実施します。五つのコ

ースと自己負担額は、次のとおりです。 

    

 

 

 

 

 

 

  ④ レディース健診 

      レディース健診は、女性向けの集団健診で、４月～６月及び１月～２

月に計３０回程度実施します。バス健診の検査項目に乳がん検査（マン

モグラフィー又は超音波）、子宮がん検査（子宮頚部細胞診）、貧血検

査を加えた内容で、香建国保の保健師による乳がん早期発見のための自

己触診に関する健康講話も実施します。健診機関は、オリーブ高松メデ

ィカルクリニック（高松市）、まるがめ医療センター（丸亀市）、香川

成人医学研究所（坂出市。令和元年度追加）の３機関です。自己負担は

ありません。 

  ⑤ 個別健診 

     全国健康保険協会香川支部を代表保険者として、香川県内の国民健康

保険の被保険者に対する特定健診の実施機関（香川県医師会ほか）との

集合契約を締結します。これにより、香建国保の被保険者は、特定健診

を実施する香川県内の約５２０の健診機関で受診できます。検査項目は、

基本項目と詳細項目（医師が必要と判断した場合）で、追加項目はあり

ません。自己負担はありません。 

 

(7) 周知や案内の方法 

年度当初、特定健診対象者全員に、受診券、特定健診の案内・啓発パン

フレット、質問票、集団健診の案内兼申込書を送付するほか、機関紙、ホ

ームページ、各種会合で周知します。年度途中加入者にも、受診券等を随

時（月１回）送付します。 

 

(8) 事業主健診等受診者の結果データ収集方法 

 特定健診対象者のうち、労働安全衛生法に基づき事業主の負担による健

診が実施されている場合は、事業主や受診者に対して健診結果データの提

供を個別に依頼します。 

 

(9) その他受診券を使用しない健診受診者の結果データ収集方法 

 農協や市町が実施する人間ドック、契約機関以外で受診した健診、受診

コース 自己負担額 

１日コース １５,０００円  

１日コース＋脳ドック ３０,０００円  

２日コース ３０,０００円  

２日コース＋脳ドック ４５,０００円  

脳ドック １５,０００円  
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券使用可能期間外に受診した健診等、受診券を使用しない健診については、

申請により助成金を交付し、健診結果表の提出を助成金の交付要件とする

ことにより、健診結果データを収集します。 

 

３ 特定保健指導 

 (1) 対象者の選定と階層化 

   特定健診の結果と質問票から、内臓脂肪の蓄積の程度（腹囲・ＢＭＩ）

とリスク（血糖・脂質・血圧・喫煙歴）の数により階層化し、次の二つの

支援レベルを決定します。 
 
  ① 動機付け支援…生活習慣病の発症リスクが出現しはじめたレベル 

  ② 積極的支援…生活習慣病の発症リスクが重なり出したレベル 
 
   なお、受診者全員に健診結果とメタボリックシンドロームの判定を通知

するとともに、受診者個々の健診結果等に合わせた生活習慣病予防など健

康づくりについての情報提供を実施します。 

   また、生活習慣病で治療中の場合は、医療機関での治療の継続を、   

検査結果に基づき、すぐに医療機関の受診をすべき段階であると判断され

た場合は、保健指導の対象・対象外にかかわらず、医療機関への受診を勧

奨します。 

特定保健指導対象者の選定基準は、次のとおりです。 

 

腹囲 
追加リスク 

④喫煙歴 
対象 

①血糖 ②脂質 ③血圧 40～64 歳 65～74 歳 

≧85cm(男性) 

≧90cm(女性) 

2 つ以上該当  
積極的支援 

動機付け支援 
1 つ該当 

あり 

なし  

上記以外で 

ＢＭＩ≧25 

3 つ該当  
積極的支援 

動機付け支援 2 つ該当 
あり 

なし 
 

1 つ該当  

※前期高齢者（65 歳以上 75 歳未満）については、積極的支援の対象となった場合でも
動機付け支援とする。 

 

＜追加リスクの判定基準＞ 

 ①血糖 空腹時血糖 100mg/dl 以上 又は HbA1c 5.6％以上 やむを得ない場合は随
時血糖 100mg/dl 以上 

 ②脂質 中性脂肪 150mg/dl 以上 又は HDL コレステロール 40mg/dl 未満 
 ③血圧 収縮期血圧 130mmHg 以上 又は拡張期血圧 85mmHg 以上 
 

＜治療中の場合＞ 

 糖尿病、脂質異常症、高血圧症で服薬治療を受けている場合は、特定保健指導の対象
とはならず、医療機関での治療の継続を勧奨 
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 (2) 支援の内容 

  ① 動機付け支援 

支援内容は、対象者本人が生活習慣の改善すべき点等を自覚し、自ら

目標を設定し、行動に移すことができるものとし、特定健診の結果及び

喫煙習慣、運動習慣、食習慣、休養習慣その他の生活習慣の状況に関す

る調査結果を踏まえ、面接による支援及び実績評価を行います。 

支援は、面接による支援のみの原則１回で、面接時（行動計画作成の

日）から３か月経過後に実績評価を行います。 

具体的には、１人当たり２０分以上の個別支援、又は１グループ（１

グループ概ね８人以下）当たり概ね８０分以上のグループ支援とされて

います。 

なお、第３期からは、特定健康診査当日にすべての検査結果が判明し

ない場合において、初回面接を分割して実施（腹囲・体重、血圧、質問

票の結果等から、対象者に当日から保健指導に着手し、後日、すべての

健診結果を踏まえ、電話等で行動計画を完成）することが可能となりま

した（積極的支援も同じです。）。 

実績評価は、面接又は通信等（電子メール、電話、ＦＡＸ、文書等）

を利用して実施します。通信等を利用する場合は、指導対象者への一方

向ではなく、双方向のやり取りを行い、評価に必要な情報を得るものと

します。 

  ② 積極的支援 

支援内容のポイントは、次のとおりです。 

 ・対象者本人が健康状態、生活習慣の改善すべき点等を自覚し、生活

習慣の改善に向けた自主的な取組を継続して行うことができる内容

とすること。 

・特定健診の結果及び喫煙習慣、運動習慣、食習慣、休養習慣その他

の生活習慣の状況に関する調査結果を踏まえ、対象者の生活習慣や

行動変容の状況を把握し、実施年度及び過去の特定健診の結果等を

踏まえ、対象者自らが自分の身体に起こっている変化を理解できる

よう促すこと。 

・対象者の健康に関する考え方を受け止め、対象者が考える将来の生

活像を明確にしたうえで、行動変容の必要性を実感できるような働

きかけを行い、具体的に達成可能な行動目標を対象者が選択できる

ように支援すること。 

・対象者が具体的に達成可能な行動目標について、優先順位をつけな

がら、対象者といっしょに考え、対象者自身が選択できるように支

援すること。 

・支援を行う者は、対象者が行動目標を達成するために必要な支援計

画を作成し、必要な場合は計画を変更し、対象者が行動を継続でき

るように定期的かつ継続的に介入すること。 
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・積極的支援を終了するときには、対象者が改善した行動を継続する

ように意識づけを行う必要があること。 

支援としては、初回に面接による支援を行い、その後、３か月以上の

継続的な支援を行います。完了までの期間としては、初回面接時（行動

計画作成の日）から３か月以上経過後に実績評価を行うので、最低３か

月となります。 

面接による支援の具体的内容は、１人当たり２０分以上の個別支援、

又は１グループ（概ね８人以下）当たり概ね８０分以上のグループ支援

とされています。 

３か月以上の継続的な支援は、別に定められているポイント制に基づ

き実施します。 

実績評価は、面接又は通信等（電子メール、電話、ＦＡＸ、文書等）

を利用して実施します。通信等を利用する場合は、指導対象者への一方

向ではなく、双方向のやり取りを行い、評価に必要な情報を得るものと

し、継続的な支援の最終回と一体のものとして実施してもかまわないと

されています。 

なお、第３期からは、２年連続して積極的支援に該当した対象者（１

年目の支援を終了した者に限る。）のうち、１年目に比べて２年目の腹

囲及び体重の値が改善の判定基準（下表）を満たしている者については、

２年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援を実施した場合であ

っても、特定保健指導を実施したこととされます。 
    

ＢＭＩ＜30 腹囲1.0cm以上かつ体重1.0kg以上減少している者 

ＢＭＩ≧30 腹囲2.0cm以上かつ体重2.0kg以上減少している者 

 

(3) 実施期間 

   ４月～翌年９月とします。 

   年度末の健診受診者が利用できるよう、初回面接の開始期限を６月末と

します。 

 

(4) 実施場所・自己負担額・外部委託の方法等 

   ① バス健診受診者対象 

エヒメ健診協会へ委託し、バス健診受診者を対象に健診当日の初回面接

分割方式（腹囲、質問票（服薬）等の結果から指導対象に該当すると見込

まれる者に対し、健診当日に指導に着手し、後日、すべての健診結果が揃

ったうえで、電話等で行動計画を完成させる方法）により、初回面接は、

健診会場・本部・香建国保支部会館（以下「支部」といいます。）等で個

別支援を実施します。自己負担はありません。 

   ② 香川成人医学研究所における日曜集団健診受診者対象 

本組合の保健師が、健診当日の初回面接分割方式により実施します。自

己負担はありません。 
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   ③ 人間ドック受診者対象 

人間ドック実施機関のうち、オリーブ高松メディカルクリニック、香川

成人医学研究所、まるがめ医療センターと個別に契約を結び、各機関での

人間ドックの受診者を対象に実施します。初回面接は、健診当日に各機関

の施設において、個別支援を実施します。自己負担はありません。 

④ レディース健診受診者対象 

 オリーブ高松メディカルクリニック、まるがめ医療センター、香川成人

医学研究所と個別に契約を結び、各機関でのレディース健診受診者を対象

に実施します。初回面接は、各機関の施設において、個別支援を実施しま

す。自己負担はありません。 

⑤ その他 

対象者の利便性に配慮して、香建国保の保健師が対象者の希望する場所

（自宅・本部・支部等）に出向いて個別支援を実施します。自己負担はあ

りません。①～④を含め、すべての対象者が利用することができます。 

 

  なお、①、②、⑤の利用者については、特定保健指導による生活習慣改

善の取組の成果を確認することを目的としたフォローアップ健診（特定健

診の基本項目）を希望により受けることができます。自己負担はありませ

ん。 

 

(5) 周知や案内の方法 

   対象者全員に、香建国保からの健診結果通知と同時に利用申込書（アン

ケート）、案内パンフレットを送付します。 

   バス健診分については、健診後できるだけ早く特定保健指導が開始でき

るよう、委託機関からの健診結果通知と同時に利用案内兼申込書を送付し

ます。 

  

４ 実施率向上対策ほか 

特定健診の目標受診率７０％、特定保健指導の目標実施率３０％の達成を

目指して、次の勧奨事業等に取り組みます。 
 

① 支部、母体組合と連携した広報・郵送・電話・訪問等による特定健診の

効果的・効率的な受診勧奨 

② 支部、母体組合、契約機関と連携した広報・郵送・電話・訪問等による

特定保健指導の利用勧奨 

③ 前年度の特定健診未受診者に対する受診勧奨 

④ 特定健診を継続受診していない人・４０歳到達者・新規加入者に対する

受診勧奨 

⑤ バス健診実施場所の近隣在住者や、前年度に同じ会場で受診した者に対

する受診勧奨 

⑥ 集団健診や特定保健指導の欠席者に対するフォロー（次回の案内） 
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⑦ 慢性疾患等で定期的に通院している特定健診未受診者に対する、かかり

つけ医を通じての受診勧奨（令和２年度廃止予定。国保連合会でデータ処

理ができなくなったため。） 

⑧ 香建国保に登録のある事業所の事業主に対する事業所健診結果データの

提供依頼 

⑨ 受診率の低い４０歳代被保険者に対する受診勧奨と、若い世代の健診受

診習慣化を目的とする４０歳未満に対する集団健診等の受診勧奨 

⑩ 受診勧奨時に事業所健診結果の提供を依頼 
 

特定健診受診者が自分の健康状態を把握し、健康の維持増進に役立てられ

るよう、より分かりやすい情報提供（検査結果・検査値のもつ意味・健康レ

ベル・特定保健指導対象者にはその必要性・医療受診が必要な場合はその旨・

個人の状態に応じた生活習慣改善のアドバイス等）『クピオプラス』（冊子版

とＷｅｂ版）を外部委託により実施します。 

平成３０年度から、かかりつけ医等での診療の際に実施された検査の結果

データを、本人同意のもと特定健診結果データとして活用できるようになる

ことから、集合契約等の準備が整い次第、この運用を周知・活用していきます。 

特定保健指導対象者の利便性等を考慮し、バス健診において、特定保健指

導の初回面接の分割実施に取り組みます。また、ＩＴＣを活用した特定保健

指導の導入を検討します。 

支部に対する受診勧奨のインセンティブとして、一定の実施率に達した支

部に対して、その達成度と受診者数等に応じた交付金を交付します。 

さらに、被保険者に対する健康・予防へのインセンティブ（生活習慣病予

防や健康づくりのために特定健診や特定保健指導を受けようという気になっ

ていただくための刺激・動機付け）として、ヘルスケアポイント制度を実施

します。 
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第７章 個人情報の保護 

 
１ 特定健診・特定保健指導の記録の保存方法 

特定健診・特定保健指導のデータについては、健診機関との記録データの

やりとり、継続的な記録データの蓄積、特定健診の結果に基づく階層化処理

及び各種報告等を円滑に実施するために、原則として、電子データでの保存

とします。 
   

２ 特定健診・特定保健指導の記録の保存体制 

特定健診・特定保健指導のデータは、いわゆるセンシティブ情報に当たる

ものであり、厳格な取扱いが求められます。したがって、香建国保としては、

データについては、特定健診の担当者のみが取り扱うものとし、専用のパソ

コンに保存するものとします。 

保存期間は、最低５年間とします。 

なお、被保険者が希望する場合には、全データを次の医療保険者へ引き継

ぎます。 

 

３  特定健診・特定保健指導の記録の保存に係る外部委託の有無 

円滑な事業運営を図るため、特定健診・特定保健指導の記録データの保存

を外部委託できることとし、その委託先を国保連合会とします。 

 

４ 特定健診・特定保健指導の記録の管理に関するルール 

(1) 物理的安全管理 

データの盗難、紛失等を防止するため、本組合会館警備の警備保障会社

への委託、職員の事務室出入口の鍵の管理、部外者の入退出管理等の徹底

を図り、物理的な安全管理措置を行います。 

 

(2) 技術的安全管理 

データの盗難、紛失等を防止するため、データに対するアクセス管理（パ

スワードによる認証）を図り、技術的な安全管理措置を行います。 

 

５ 法令等の遵守 

特定健診・特定保健指導の記録の取扱いについては、ここに規定するもの

のほか、個人情報の保護に関する法律、国民健康保険組合における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス、香川県建設国民健康保険組合個人情報

の保護に関する規程及び個人情報保護に関する基本方針（プライバシーポリ

シー）を遵守します。 
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第８章 特定健康診査等実施計画の公表及び周知 

 

１ 特定健康診査等実施計画の公表方法 

特定健康診査等実施計画の公表は、ホームページへ掲載することにより行

います。（http://www.kaken-kokuho.jp/） 

なお、特定健康診査等実施計画の見直しがあれば、随時、更新します。 

 

２ 特定健診・特定保健指導を実施する趣旨の普及啓発の方法 

(1) パンフレットの配布 

制度の趣旨や香建国保における特定健診・特定保健指導の実施内容等を

掲載したパンフレットを受診券送付時に同封します。 

 

(2) 「国保組合だより」への掲載 

母体組合である香川県建設労働組合が毎月、全組合員あてに配布してい

る機関紙「香川建設ユニオン」に「国保組合だより」として記事を掲載し

（又は折込みとし）、この事業の趣旨の普及啓発を図り、特定健診・特定

保健指導の実施率の向上に努めます。 

 

(3) ホームページへの掲載 

特定健康診査等実施計画の公表方法と同様、ホームページに掲載し、こ

の事業の趣旨の普及啓発を図り、特定健診・特定保健指導の実施率の向上

に努めます。 

 

(4) 支部機関紙への掲載ほか 

機関紙を発行している支部に対して、この事業の実施に関する記事の掲

載を依頼するなどにより、特定健診・特定保健指導の実施率の向上に努め

ます。 
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第９章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

 

１ 特定健康診査等実施計画の評価方法 

(1) 目標達成状況の評価 

前年度の結果について、１０月の法定報告時に、第５章で設定した目標

値の達成状況を評価します。 

 

(2) 実施体制に関する評価 

計画した実施体制（実施方法・内容・スケジュール等）について、計画

どおり円滑に実施できたかの評価を行います。 

 

２ 特定健康診査等実施計画の見直しに関する考え方 

実施計画の見直しは、原則として、計画の最終年度である平成３５年度に

実施することとしますが、１の評価において、見直すべき点があれば、可能

なものについてはその年度から、その他については翌年度から見直すことと

します。 


